
１　開　会

２　会議録署名委員について

３　議　事

（1）【請願第5号】 外部団体への個人情報提供に関する請願について (教育支援課)

（2）【議案第2069号】専決（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について (教育総務課)

（3）【議案第2070号】専決（鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則の一部改正）の承認について

(教育総務課)

（4）【議案第2071号】通級による指導の実施等に関する要綱の一部改正について (教育指導課)

（5）【議案第2072号】学校運営協議会委員の任命について (教育支援課)

（6）【議案第2073号】専決（鈴鹿市立幼稚園園則の一部を改正する規則の一部改正）の承認

について (子ども育成課)

（7）【議案第2074号】専決（鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の一部改正）の承

認について (子ども育成課)

（8）【議案第2075号】専決（学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な

施設の設備及び納付すべき費用の額に関する規程の一部改正）の承認

について (子ども育成課)

４　報告事項

（1）鈴鹿市教育振興基本計画　令和５年度実行計画について (教育総務課)

（2）令和４年度　鈴鹿市立学校における働き方改革の進捗状況について (学校教育課)

（3）鈴鹿市立小中学校における水泳授業及びプール施設の在り方に関する

基本方針について (教育指導課)

５　その他

（1） (教育総務課)令和５年５月教育委員会定例会の開催について

令和５年４月教育委員会定例会事項書

令和５年４月２５日（火）　午後２時から

教育委員会室　



（会議録署名者）

子ども育成課長
（善福 一博）

参事兼
教育指導課長
（西村 佳代子）

参事
（三浦 洋子）

教育次長
（伊川 歩）

参事兼
教育総務課長

（鈴木 明）

参事兼
教育政策課長
（小林 佐織）

学校教育課長
（藤見 忠）

教育支援課長
（津田 由美子）

書記
（木葉 健介）

書記
（久住 孝大）

傍聴席 傍聴席 傍聴席 傍聴席 傍聴席 傍聴席

教育長
（廣田 隆延）
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（笠井 智佳）
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（下古谷 博司）



    令和５年４月　教育委員会　定例会　　

鈴鹿市教育委員会

請　　　　願

（第５号）

令和５年４月２５日



請願第５号 

外部団体への個人情報提供に関する請願について 

別紙のとおり請願書の提出があったので，その取扱いについて審議する。 

令和５年４月２５日提出 

同日原案承認 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

請願書 

  （ 別 紙 ） 

提案理由 

  別紙のとおり請願書の提出があったので，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委

任等に関する規則第１条第１号の規定により，その取扱いについて審議する。 
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２０２３年３月１６日 

教育長 様 

外部団体への個人情報提供に関する請願書 

                              

請願者 みえ教育ネットワーク教職員ユニオン 

                                         委員長 大原 敦子 

住 所 三重県津市寿町７－５０（みえ労連内） 

電 話 ０５９－２２３－２６１５（みえ労連） 

 

１ 請願の要旨 

 ＰＴＡ等の学校の外部団体に対して個人情報提供を行うことについて、本人から書面での同意をとることの徹底

を求めます。日本国憲法第１６条および請願法に基づき、請願いたします。 

 

２ 請願の理由 

 学校の外部団体であるＰＴＡに対して、保護者や教職員が強制的に加入させられている実態が全国的にあるとよ

く耳にするようになりました。ＰＴＡがこれまで果たしてきた役割を否定するつもりはありませんが、加入に伴う

負担の大きさから離職をせざるを得なくなる方等もいらっしゃるようで、ＰＴＡへの強制加入はあってはならない

と考えております。そこで、当組合は三重県におけるＰＴＡへの加入方法の実態を明らかにすべく、県内の市町教

育委員会や市町立学校管理職にはたらきかけ、調査を進めてきました。 

そもそもＰＴＡは学校の外部団体であり、加入の強制はできません。また、加入に伴って、学校の保有する氏名

や、場合によっては銀行口座情報といった個人情報を、外部団体であるＰＴＡに無断提供したとなれば、校長は地

方公務員法第３４条（守秘義務）に違反したことになります。他者を無許可で外部団体に加入させた上で、金銭徴

収まで行うわけですから、さらに問題があるといえます。 

しかし、実際には県内市町立学校において、意志確認なしでＰＴＡ加入が行われている学校はいくつもあります。

「加入について、アナウンスを行い、不加入についての申し出がなければ加入してもらっている」という学校も相

当数ありますが、同時にそのような学校の管理職が次のような見解を示していることをいくつも確認しています。 

○任意加入であるとは説明していないが、ＰＴＡの活動内容について説明しても、「加入しない」という申し出

はなかったので加入の同意（個人情報提供同意）があったと考えている。 

○任意加入であるというのは知っていただいているという認識であるため、その旨の説明はしていない。年度当

初にＰＴＡ役員選出に参加していただいているが、その際にＰＴＡ自体に入らないという申し出がないまま役

員選出に参加されていたので、加入の意思（個人情報提供同意）があったと考えている。 

○任意加入であるとは周知していないが、全員に加入していただいているという旨を話している。その際、非加

入の申し出はなかったので、加入の同意（個人情報提供同意）があったと考えている。 

ここで示された内容は、つまり、任意加入であることの説明や、加入・非加入の意思表明をする場をもたないま

ま、活動内容説明や活動を進めていくということであり、ＰＴＡへの自動加入（強制加入）ととらえるのが妥当で

す。非加入の意思を示した人の意思を尊重せずに加入させるという、狭義の意味での「強制」でなかったとしても、

その手続きのあり方には問題があると考えます。実際、管理職が「自動加入ではない」と見解を示している学校の

ＰＴＡについて、会員が「加入の意思確認なしのまま自動加入させられた」という認識であるケースを確認するこ

とができました。このように学校側が「加入や個人情報の外部提供について同意をしてもらっているに違いない」

という誤解のもと、個人情報を外部提供してしまっている事案はほかにもあることだと思います。また、任意加入

である旨の説明が適正になされている場合であっても、個人情報を扱う以上、書面で同意確認をとることが必要で

あると考えます。 

本請願書においてはＰＴＡを例に挙げさせていただきましたが、これはどの外部団体に対する加入や個人情報提

供にも通じる内容です。個人情報の適正な取り扱いのために、学校の外部団体に対して個人情報提供を行うことに

ついて、本人から書面での同意をとることの徹底が必要であると考えます。 
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    令和５年４月　教育委員会　定例会　　

鈴鹿市教育委員会

議　　　　案

（第２０６９号～第２０７５号）

令和５年４月２５日



議案第２０６９号 

専決の承認について 

鈴鹿市教育委員会書記の任免について次のとおり専決したので，これを報告し，そ

の承認を求める。 

令和５年４月２５日提出 

同日原案承認 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

専決事項 

（ 別 紙 ） 

提案理由 

 鈴鹿市教育委員会会議規則第７条の規定に基づき書記の任免を行うについて，鈴

鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により専

決したので，同条第２項の規定により，この議案を提出する。 
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事務職員 杉田 真純 

鈴鹿市教育委員会書記の兼務を解く 

令和５年３月３１日 

鈴鹿市教育委員会 

 事務職員        久住 孝大 

鈴鹿市教育委員会書記に兼ねて任命する 

令和５年４月１日 

鈴鹿市教育委員会 
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議案第２０７０号 

専決の承認について 

鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例施行規則の一部改正について次のとおり専決したので，これを報告し，その

承認を求める。 

 

 

 

 

 

                       令和５年４月２５日提出 

                       同日原案承認 

                     鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

 

 

専決事項 

（ 別 紙 ） 

    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例施行規則の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任

等に関する規則第３条第１項の規定により専決したので，同条第２項の規定により，

この議案を提出する。 
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鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例施行規則（令和３年鈴鹿市教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（職種別基準表） （職種別基準表） 

第２条 フルタイム会計年度任用職員の

職種別基準表は，次のとおりとする。 

第２条 フルタイム会計年度任用職員の

職種別基準表は，次のとおりとする。 

 

職種 

基礎

号給 
上限 

  

職種 

基礎

号給 
上限 

 

 
職

務

の

級 

号

給 

職

務

の

級 

号

給 

  
職

務

の

級 

号

給 

職

務

の

級 

号

給 

 

 
(１) 学力向上支援

員，就学支援教室コ

ーディネーター，不

登校対策アドバイ

ザー，教育相談員及

び人権教育センタ

ー主事，部活動地域

移行推進員 

略 略 略 略 

  
(１) 学力向上支援

員，就学支援教室コ

ーディネーター，不

登校対策アドバイ

ザー，教育相談員及

び人権教育センタ

ー主事 

略 略 略 略 

 

 
(２)～(６)  略 略 略 略 略 

  
(２)～(６)  略 略 略 略 略 

 

（パートタイム会計年度任用職員の報

酬の額） 

（パートタイム会計年度任用職員の報

酬の額） 

第３条 パートタイム会計年度任用職員

の報酬の額は，次の各号に掲げる区分

第３条 パートタイム会計年度任用職員

の報酬の額は，次の各号に掲げる区分
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に応じ，当該各号に定める額とする。 に応じ，当該各号に定める額とする。 

(１) 養護及び支援員 時間額985円 (１) 養護及び支援員 時間額950円 

(２)～(６)  略 (２)～(６)  略 

附 則 

この規則は，令和５年４月１日から施行する。 
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議案第２０７１号 

通級による指導の実施等に関する要綱の一部改正について 

通級による指導の実施等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように制定す

る。 

 

 

 

 

 

                       令和５年４月２５日提出 

                       同日原案承認 

                     鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

 

 

通級による指導の実施等に関する要綱の一部を改正する告示 

   （ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  通級による指導の実施等に関する要綱の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委

員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第２号の規定により，この議案を

提出する。 
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通級による指導の実施等に関する要綱の一部を改正する告示 

通級による指導の実施等に関する要綱（平成２６年鈴鹿市教育委員会告示第６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（設置） （設置） 

第３条 鈴鹿市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）は，次の表の左欄に

掲げる通級指導教室をそれぞれ同表の

右欄に掲げる学校に設置する。 

第３条 鈴鹿市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）は，次の表の左欄に

掲げる通級指導教室をそれぞれ同表の

右欄に掲げる学校に設置する。 

 通級指導教

室の種類 
設置校 

  通級指導教

室の種類 
設置校 

 

   略     略  

 発達障害等

通級指導教

室 

鈴鹿市立稲生小学校 

鈴鹿市立飯野小学校 

鈴鹿市立神戸小学校  

鈴鹿市立神戸中学校  

鈴鹿市立創徳中学校 

  発達障害等

通級指導教

室 

鈴鹿市立飯野小学校 

鈴鹿市立神戸小学校 

鈴鹿市立創徳中学校 

 

  

第５号様式及び第６号様式中「〒   -     鈴鹿市」を「鈴鹿市」に改め，

「道徳，」を削る。 

第７号様式中「〒   -     鈴鹿市」を「鈴鹿市」に改める。 

附 則 

この告示は，令和５年５月１日から施行する。 
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議案第２０７２号 

学校運営協議会委員の任命について 

学校運営協議会委員を次のように任命する。 

 

 

 

 

 

                       令和５年４月２５日提出 

同日原案承認 

                     鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

 

 

 

学校運営協議会委員 

   （ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第２項の規定に基づき学

校運営協議会委員の任命を行うについて，教育委員会の議決を得るため，この議案

を提出する。 
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議案第２０７３号 

専決の承認について 

鈴鹿市立幼稚園園則の一部を改正する規則の一部改正について次のとおり専決

したので，これを報告し，その承認を求める。 

令和５年４月２５日提出 

 同日原案承認 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

専決事項 

（ 別 紙 ） 

提案理由 

 鈴鹿市立幼稚園園則の一部を改正する規則の一部を改正するについて，鈴鹿市教

育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により専決した

ので，同条第２項の規定により，この議案を提出する。 
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鈴鹿市立幼稚園園則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市立幼稚園園則の一部を改正する規則（令和４年鈴鹿市教育委員会規則第６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 
幼稚園 収容定員 

  
幼稚園 収容定員 

 

 
の名称 満３歳

児 

満４歳

児 

満５歳

児 

  
の名称 満３歳

児 

満４歳

児 

満５歳

児 

 

 
略 略 略 略 

  
略 略 略 略 

 

 
鈴鹿市

立白子

幼稚園 

略 略 略 
  

鈴鹿市

立白子

幼稚園 

略 略 略 
 

 
    

  
鈴鹿市

立箕田

幼稚園 

 35人 35人 
 

 
略 略 略 略 

  
略 略 略 略 

 

  

附 則 

この規則は，令和５年４月１日から施行する。 
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議案第２０７４号 

専決の承認について 

鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の一部改正について次のとおり専

決したので，これを報告し，その承認を求める。 

 

 

 

 

 

                       令和５年４月２５日提出 

                       同日原案承認 

                     鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

 

 

専決事項 

（ 別 紙 ） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の一部を改正するについて，鈴鹿市

教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により専決し

たので，同条第２項の規定により，この議案を提出する。 
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鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則（平成２７年鈴鹿市教育委員会規則第

１１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 

別表（第４条関係） 

 
公印管

理者 

種

類 
名称 寸法 ひな型 書体 使用区分 

個

数 

 

 
略 略   略 略   略 略   略 略  

 
飯野幼

稚園長 
略   略 略   略 略   略 略 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 
略 略   略 略   略 略   略 略  

備考  略 
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改 正 前 

別表（第４条関係） 

 公印管

理者 

種

類 
名称 寸法 ひな型 書体 使用区分 

個

数 

 

 略 略   略 略   略 略 略 略  

 飯野幼

稚園長 
略   略 略   略 略 略 略 

 

 

箕田幼

稚園長 

職

印 

鈴鹿市立箕田

幼稚園長之印 
方18 

 

鈴

鹿

市

立

箕

田

幼

稚

園 
        

  

長
    

    
   

印 
れい書 公文書用 １ 

 

 

箕田幼

稚園長 

庁

印 

鈴鹿市立箕田

幼稚園之印 
方23 

 

鈴 

鹿 

市

立

箕

田

幼

稚 
     

園 
     

印 

てん書 公文書用 １ 

 

 

箕田幼

稚園長 

庁

印 

鈴鹿市立箕田

幼稚園之印 
方44 

 

鈴 

鹿 

市

立 

箕 

田

幼

    

稚

    

園

    

印 

てん書 修了証書用 １ 

 

 略 略   略 略   略 略   略 略  

備考  略 

附 則 

この規則は，令和５年４月１日から施行する。 
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議案第２０７５号 

専決の承認について 

学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び

納付すべき費用の額に関する規程の一部改正について次のとおり専決したので，こ

れを報告し，その承認を求める。 

 

 

 

 

 

                       令和５年４月２５日提出 

                       同日原案承認 

                     鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

 

 

専決事項 

（ 別 紙 ） 

    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納

付すべき費用の額に関する規程の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会の教

育長への事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により専決したので，同条第

２項の規定により，この議案を提出する。 

15



学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び 

納付すべき費用の額に関する規程の一部を改正する告示 

学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納付

すべき費用の額に関する規程（平成２６年鈴鹿市教育委員会告示第４号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改 正 後 

別表（第２条関係） 

 

施設の名称 
使用室

の名称 

聴衆席

の面積 

納付すべき費用の額 施設の設備 
 

 
平日 

休日 
照

明 

便

所 

演

壇 

椅

子 

拡

声

機 

弁

士

控

室 

 

 

昼間 夜間 

 

 
略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 

 
飯野幼稚園 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 

 
            

 

 
略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 

備考 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



改 正 前 

別表（第２条関係） 

 

施設の名称 
使用室

の名称 

聴衆席

の面積 

納付すべき費用の額 施設の設備 
 

 
平日 

休日 
照

明 

便

所 

演

壇 

椅

子 

拡

声

機 

弁

士

控

室 

 

 

昼間 夜間 

 

 
略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 

 
飯野幼稚園 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 

 
箕田幼稚園 遊戯室 93㎡ 9,090円 25,675円 26,992円 有 有 無 有 有 有 

 

 
略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 

備考 

  略 

附 則 

この告示は，令和５年４月１日から施行する。 
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    令和５年４月　教育委員会　定例会　　

報　告　事　項

鈴鹿市教育委員会

令和５年４月２５日



№ 基本事業 取組内容 指標
令和3年度

実績値
Ｒ4とＲ3年度

の比較
令和4年度

実績値
令和5年度

目標値
担当課

1 １－１　英語教育 小中学校の系統的な英語教育の推進
中学校の英語科の授業において，外国語指導助手を活用した話す・書くな
どのパフォーマンステストを実施した回数

189回 193回 200回 教育指導課

2 １－２　ICTを活用した教育
・ICT活用による授業の質の向上
・ICT活用の支援体制づくり

児童生徒一人一人に配備されたPC・タブレットなどのICT機器を授業で活用
した学校の割合（ほぼ毎日）【学校質問紙】

未測定
(指標変更のため)

－ 60.0% 100.0%
教育指導課
教育政策課

3
１－６　アクティブ・ラーニングを
　　　　　　　　　　導入した教育活動

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた
授業展開

自ら課題を設定し，解決に向けて話し合いやまとめ，表現などの学習活動を
取り入れた学校の割合【学校質問紙ほか】

95.0% 85.0% 100.0% 教育指導課

4 ２－１　キャリア教育 教育活動全体における計画的な取組 「すずか夢工房」を実施した学校の割合 67.5％ 67.5% 87.5% 教育指導課

5
２－４　外国人児童生徒などへの
　　　　　　　　　　　　　　日本語教育

特別の教育課程による日本語指導の充実
外国人児童生徒などが在籍している学校において日本語指導に係る研修会
を実施した学校の割合

70.3% 69.4% 100.0% 教育支援課

6 ３－１　道徳教育
学校教育活動全体を通じた道徳教育の推
進

道徳科において児童生徒が自ら考え，話し合う指導をした学校の割合【学
校質問紙】

96.7% 92.5% 100.0% 教育指導課

7 ３－２　情報モラル教育 授業における情報モラル教育の推進 携帯電話・インターネットの正しい使い方教室を行った学校数 29校 34校 40校
教育支援課
教育指導課

8 ４－１　体力・運動能力の向上 体力向上に向けた授業の改善
全国体力･運動能力，運動習慣等調査の体力測定を全学年・全種目で
実施した学校の割合

67.5% 85.0% 90.0% 教育指導課

9 ５－１　人権教育 学校・幼稚園における人権教育の推進 児童生徒が主体となったいじめ防止に向けた取組を実施した学校の割合 77.5% 95.0% 100.0% 教育支援課

10 ５－２　特別支援教育 途切れのない支援体制づくり
通常の学級に在籍する児童生徒で，個別の支援が必要な児童生徒の「個
別の教育支援計画」作成率【三重県調査】

97.0% 98.5% 100.0%
教育指導課

子ども家庭支援課

11 ５－５　不登校対策 学校支援体制づくり
学校生活の中で，児童生徒一人ひとりのよい点や可能性を見つけ，評価す
る（褒めるなど）取組を積極的に行った学校の割合【学校質問紙】

60.0% 50.0% 62.5% 教育支援課

12
６－２　幼稚園・小学校・中学校の
                    一貫した学びの充実

中学校区における一貫した教育の推進体制
づくり

教科の指導内容や指導方法について，近隣の校種の違う学校と連携してい
る学校の割合（月に１回以上）【学校質問紙ほか】

35.0% 52.5% 70.0%
教育指導課
子ども育成課

13 ７－１　人的環境の整備 介助員などの適切な配置 介助員一人当たりに対する特別支援学級の児童生徒数 5.5人 5.4人 4.2人 学校教育課

14 ７－２　施設等の環境整備 トイレの洋式化の推進 小中学校のトイレの洋式化率 43.8% 44.9% 46.0%
教育政策課
学校教育課

15 ７－３　就学が困難な子どもへの支援
就学援助・特別支援就学奨励費制度の実
施

就学援助制度についての広報などによる周知回数 7回 7回 7回 学校教育課

　

「鈴鹿市教育振興基本計画　令和５年度実行計画」　修正箇所　一覧

Administrator
タイプライターテキスト
１

Administrator
タイプライターテキスト



令和 4 年度 学校における働き方改革の推進状況について 

１ 令和 4年度鈴鹿市の目標 

○成果指標の目標値

・月４５時間を超える時間外職員の年間延べ人数（小中）を０人

・年間３６０時間を超える時間外職員を０人

・1 人当たりの月平均時間外労働時間を３０時間以下

・1人当たりの年平均休暇取得を２２日

○活動指標の目標値

・定時退校日に定時に退校できた職員の割合‥‥９０％以上

・部活動休養日を実施した割合‥‥‥‥９５％以上

・会議時間の短縮････････７０％以上

（放課後に開催され 60分以内に終了する会議の割合）

２ 令和４年度の鈴鹿市の結果 

（１）時間外職員の年間延べ人数（小中）

R4（～2 月） R3 R3 年度比 

月 80 時間超 74 人 67 人 110.4 ％ 

月 45 時間超 1301 人 1284 人 101.3 ％ 

年 360 時間超 312 人 345 人 90.4 ％ 

（２）時間外労働時間

R4(～2 月) R3 R3 年度比 

小中学校 25.0 時間 24.5 時間 2.0 ％増 

小学校 23.8 時間 23.9 時間 0.4 ％減 

中学校 28.5 時間 26.4 時間 7.9 ％増 

（３）休暇取得

R4(～2 月) R3 R3 年度比 

小中学校 23.67 日 22.77 日 0.9 日増 

小学校 24.96 日 23.35 日 1.61 日増 

中学校 21.18 日 21.61 日 0.43 日減 
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（４）統一した 3項目の取組状況（上.下半期の結果より）

小学校 中学校 

定時退校日 
の設定 

1 年間に定時退校日を設定した日数の

平均（日） 
29.2 日 21.6 日 

定時退校日の定時に退校できた職員の

割合（％） 
84.3% 91.9% 

部活動休養日 
の設定 

計画通りに休養日を実施した部活動の

割合（％） 100.0% 

会議時間 
の短縮 

取組の対象とした会議数の平均（回） 49.3 回 82.3 回 
60 分以内に終了した会議の割合

（％） 
69.4% 71.5% 
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令
和
５
年
度
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進

教
職
員
の
業
務
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
授
業
の
改
善
や
子
ど
も
た
ち
と
向
き
合
う
時
間
を
確
保
し
な
が
ら
、
日
々
の
生
活

の
質
や
教
職
員
と
し
て
の
人
生
を
豊
か
に
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
人
間
性
や
創
造
性
を
高
め
、
よ
り
効
果
的
な
教
育
活
動
を
持
続
的
に
行
い
ま
す
。

目
的

１
教
育

IC
T の
推
進

・
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
出
退
勤
時
間
の
客
観
的
か
つ
外
形
的
な
把
握
の

推
進

・
IC
T
を
活
用
し
た
有
効
な
授
業
方
法
や
資
料
の
提
供
・
共
有
化

・
会
議
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
る
業
務
削
減
を
検
討

２
専
門
家
や
外
部
人
材
の
配
置

・
ス
ク
ー
ル
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
タ
ー
2
1
校
（
2
0
人
）
・
外
国
人
指
導
助
手
1
4
校
（
８
人
）

・
ス
ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
小
中
学
校
4
0
校
配
置

・
学
習
指
導
員
小
中
学
校
3
4
校
配
置

・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
4
0
校
（
1
1
人
）
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
１
人
配
置

３
鈴
鹿
市
運
動
部
活
動
指
針
の
一
層
の
徹
底

・
始
業
前
又
は
放
課
後
等
活
動
日
の
見
直
し
や
副
顧
問
等
と
の
指
導
時
間
の
ｼ
ｪ
ｱ

４
時
間
外
の
問
合
せ
対
応
の
た
め
の
留
守
番
電
話
の
設
置
等
の
推
進

５
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進
に
係
る
文
書
の
発
出

１
教
育
委
員
会
が
推
進
す
る
事
業
・
業
務
等
の
見
直
し

・
上
限
時
間
の
遵
守
を
前
提
と
し
た
事
業
・
業
務
等
の
推
進

・
調
査
・
会
議
・
研
修
会
の
一
層
の
見
直
し

・
各
種
調
査
等
に
係
る
デ
ー
タ
の
共
有

２
県
及
び
市
町
と
学
校
が
一
体
と
な
っ
た
取
組

・
「
定
時
退
校
日
の
設
定
」
「部
活
動
休
養
日
の
設
定
」
「
会
議
時
間
の
短
縮
」
の
統
一

３
項
目
の
一
層
の
推
進

・
設
定
し
た
日
の
定
時
に
退
校
で
き
た
職
員
の
割
合
9
0
％
以
上
を
目
指
す
。

・
部
活
動
休
養
日
を
計
画
通
り
実
施
し
た
割
合
9
5
％
以
上
を
目
指
す
。

・
放
課
後
に
開
催
し
て
6
0
分
以
内
に
終
了
し
た
会
議
の
割
合
7
0
％
以
上
を
目
指
す
。

・
休
暇
取
得
促
進
の
た
め
の
学
校
閉
校
日
設
定
の
取
組
の
推
進
（5
日
）

上
限
時
間

①
１
か
月
の
時
間
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
4
5
時
間
以
内

②
１
年
間
の
時
間
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
3
6
0
時
間
以
内
（
月
平
均
3
0
時
間
）

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
推
進
の
た
め
の
環
境
整
備
等

抜
本
的
な
業
務
削
減
に
向
け
た
業
務
分
担
の
見
直
し
や
適
正
化

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進
に
向
け
た
考
え
方

１
勤
務
時
間
に
つ
い
て

・
学
校
の
業
務
は
「上
限
時
間
」
を
超
え
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
た
だ
し
、
学
校
の
業

務
は
本
来
、
正
規
の
勤
務
時
間
で
終
わ
れ
る
よ
う
に
調
整
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

２
教
育
委
員
会
に
お
け
る
上
限
時
間
に
基
づ
く
目
標
等
の
設
定

・
年
3
6
0
時
間
、
月
4
5
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
者
を
０
人
を
目
指
す
。

・
１
人
当
た
り
の
月
平
均
時
間
外
労
働
時
間
を
3
0
時
間
以
下
を
目
指
す
。

・
１
人
当
た
り
の
年
平
均
休
暇
取
得
の
目
標
日
数
2
2
日
を
目
指
す
。

３
教
育
委
員
会
及
び
学
校
の
主
体
的
な
取
組
の
推
進

・
教
育
委
員
会
は
、
教
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
一
定
の
責
務
が

あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
。

・
教
育
委
員
会
は
、
教
育
行
政
を
推
進
す
る
に
あ
た
り
、
「
上
限
時
間
」
は
超
え
て
は
な
ら

な
い
時
間
で
あ
り
、
法
的
拘
束
力
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
。

・
教
育
委
員
会
及
び
学
校
は
、
労
使
協
議
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
実
情
に
応
じ
た
取
組
を

主
体
的
に
推
進
す
る
。

・
県
及
び
市
町
と
学
校
が
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
組
み
合
わ
せ
て
改
革
を
推
進
す
る
。

・
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
取
組
を
推
進
す
る
。

４
児
童
生
徒
に
係
る
臨
時
的
な
特
別
な
事
情
へ
の
対
応

・
月
あ
た
り
4
5
時
間
を
超
え
た
と
し
て
も
、
年
間
3
6
0
時
間
が
守
ら
れ
る
よ
う
取
り
組
む
。

・
労
使
で
確
認
し
た
う
え
で
教
育
委
員
会
や
校
長
が
状
況
に
応
じ
て
臨
時
的
な
特
別
な

事
情
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す
る
。

５
「
上
限
時
間
」
を
超
え
た
場
合
の
対
応

・
状
況
の
把
握
と
そ
の
状
態
を
解
消
で
き
る
よ
う
業
務
の
削
減
や
、
業
務
の
見
直
し
を
進

め
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
。

６
定
期
的
に
検
証
す
る
場
の
設
定

・
「
上
限
時
間
」
の
遵
守
の
状
況
に
つ
い
て
、
教
委
や
学
校
に
お
い
て
労
使
で
定
期
的
に

検
証
す
る
。

鈴
鹿
市
教
育
委
員
会
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水泳授業の趣旨，目的とは 

【文部科学省・水道指導の手引（三訂版）より】 

 

 

 

『児童生徒の安全面・衛生面の確保』，『施設の維持保全』の視点から検討を行い，今後，

本市におけるより安全で質の高い水泳指導を目指し，本方針を策定した。 
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